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第２１２回宮城県都市計画審議会議案の処理について 

（令和７年１２月１９日 開催） 
 

決定主体 議案番号 
関 係 

市町村 
件名 処理結果 

宮城県 第 2415 号 山元町 特殊建築物の敷地の位置について 

令和８年１月１３日 

第 R07 許可通知 

宮城建宅第 000006 号 

宮城県 第 2416 号 
大崎市 

栗原市 
大崎広域都市計画道路の変更について 

令和８年１月２０日 

宮城県告示第２０号 

宮城県 第 2417 号 白石市 仙南広域都市計画道路の変更について 
令８年２月１７日 

宮城県告示第７５号 
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議案 第２４１８号 

 

 

仙塩広域都市計画区域区分の変更について 

 

 

 

 

 

  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

        同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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仙塩広域都市計画区域区分の変更 計画書 

（新旧対照表） 

 

１ 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

  計画図表示のとおり市街化調整区域から市街化区域に変更する 

 

２ 人口フレーム 

 年 次 令和２年 

（基準年） 

令和１２年 

（目標年）  区 分  

 

 都市計画区域内人口 

 

  １，４７８千人   １，４７０千人 

 

 

 

 市街化区域内人口   １，４１９千人   １，４２２千人 

 

 

 

  配分する人口      － 
 （１，４１３千人） 

  １，４１３千人 

 

 

 

  保留する人口      － 
 （    ９千人） 

      ９千人 

 

 

 

  （特定保留）      － 
 （    １千人） 

      １千人 

 

 

 

  （一般保留）      － 
 （    ８千人） 

      ８千人 

   ※表中の上段括弧書きは、旧計画を表す。  

 

３ 変更の理由 

都市計画法第６条の２の規定により定める「仙塩広域都市計画区域の整備，開

発及び保全の方針」（以下「整開保」という。）では，事業の確実性等が得られ

た段階で市街化区域に編入していく地区を市街化区域編入予定地区としており，

令和６年６月に都市計画決定した「整開保」における市街化区域編入予定地区の

うち，利府町の唄沢地区について，今回，その位置及び規模が確定し，事業実施

の確実性が得られたことから，良好な市街地形成を図るため，市街化区域に編入

するものである。 
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議案 第２４１９号 

 
 

仙塩広域都市計画下水道の変更について 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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仙塩広域都市計画下水道の変更(宮城県決定) 

 
 

 

都市計画利府町流域関連公共下水道「２．排水区域」を次のように変更する。 

 

 

２．排水区域       

  

（１）汚水 

「排水区域は、総括図表示のとおり」        (備考)  面積  約 1,250ha 

  

（２）雨水 

「排水区域は、総括図表示のとおり」        (備考)  面積  約 1,078ha 

 

 

理 由 

唄沢地区の区域区分の変更に伴い、快適で安全な質の高い生活環境の確保と

公共用水域の水質保全等を図るため、汚水排水区域及び雨水排水区域の変更を

行うものである。 
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利府町流域関連公共下水道（汚水） 議案第２４１９号

　　　　　A=約1,174ha

排水区域　A=約1,250ha

唄沢地区
A=約76ha（追加）
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唄沢地区
A=約76ha（追加）

利府町流域関連公共下水道（雨水） 議案第２４１９号

　　　　　A=約1,002ha

排水区域　A=約1,078ha
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議案 第２４２０号 

 

 

仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の 

変更について 

 

 

 

 

 

  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

        同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

（宮城県決定） 

 

仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。 

 

１ 仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

別添のとおり 

 

２ 変更理由 

人口減少・高齢化の進展などの社会情勢の変化に対応した都市機能集約の推進と都

市間ネットワークの維持・充実、「新・宮城の将来ビジョン」に掲げる富県宮城の実現などに

向けて、方針の見直しが必要となったもの。 
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